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平成１７年２月１日、堺市と美原町が合併し、新

しい堺市が誕生しました。合併後の堺市の政令指

定都市への早期移行は、両市町にとって共通の目

標となっていましたが、合併が実現したことによ

り、関西では大阪市、京都市、神戸市に次ぐ「政

令指定都市・堺」への道が大きく開かれました。

堺市と美原町は古くから竹内街道で結ばれ、とも

に交通の要衝として発展してきました。また、両市

町の行政境界付近では、市域・町域の編入が行われ

てきた歴史的経緯などもあり、行政境界を越えて住

民の交流が活発に行われてきました。

近年の交通手段の発達や情報通信技術の進歩など

に伴う住民の日常生活圏の拡大、少子高齢社会の進

展、環境問題などの広域的な行政課題の増加をはじ

め、地方分権の進展、国・地方を通じた財政の著し

い悪化など、両市町を取り巻く社会・経済環境の変

化に対応しうる行財政基盤の強化が課題となってい

ました。

そのため、両市町は平成７年５月に「堺市・美原

町広域行政課題連絡協議会」をいち早く設置し、

様々な行政分野における広域的な連携方策について

研究活動を続け、バス交通や図書館の相互利用、ご

み処理などの問題について一定の成果をあげてきま

した。また、その後の地方分権一括法の施行、国の

市町村合併支援プランの策定や大阪府市町村合併推

進要綱による合併パターンの提示など、市町村合併

をめぐるダイナミックな動きを踏まえ、平成１２年１２

月には、同協議会を堺市・美原町広域行政課題連絡

会へ発展的に改組し、合併問題をテーマとして共同

調査・研究を行うこととし、平成１４年３月に報告書

「地方分権時代に対応した両市町行政のあり方」を公

表しました。

大阪府市町村合併推進要綱において複数の合併パ

ターンが示されたこともあり、両市町は、それぞれ

周辺の市町村と合併をテーマとした調査・研究をス

タートさせました。前述の同協議会のほか、堺市は

大阪狭山市と（後に高石市とも）、一方、美原町は南

河内７市町村とも研究会を設け、合併に係る調査・

研究を行いました。

とりわけ、美原町ではそれぞれの検討結果をもと

に、平成１４年の６月から７月にかけて、町内全２６地

区における説明会の開催や３,０００人のアンケート調

査を実施し、住民意向の把握を行った結果、堺市と

の合併を望まれるご意見が最も多くありました。

こうした取組を経て、両市町による協議・確認が

行われ、翌平成１５年１月には、堺市・美原町任意合併

協議会を設置し、法定合併協議会設置に向けた準備

協議をスタートさせることとなりました。その後、両

市町議会での議決を経て、４月に追手門学院大学名

誉教授である米原淳七郎氏に会長を、財団法人地方

自治研究機構理事長の石原信雄氏に顧問への就任を

お願いし、堺市・美原町合併協議会を設置しました。

合併協議会では、平成１５年６月から昨年３月にか

けて１０回にわたる会議が開催されました。第１回協

議会で確認した「合併の方式は、原則として堺市へ
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の編入合併を前提に協議する」という方針のもと、

地域の将来や住民の皆さんにとって最善の結論を得

るため、両市町が互いの立場を尊重しながら対等に

協議を行いました。そして第１０回協議会において、

平成１７年２月１日を期日とする両市町の合併が承認

されました。

平成１６年４月に合併協定調印式を終え、両市町議

会での議決を経て、５月に大阪府知事に合併の申請

を行い、府議会の議決を経て、６月には知事の決定

をいただきました。

今回の合併を両市町は、自主的な選択と判断によ

る、いわゆる「攻めの合併」であると認識してきま

した。行財政基盤の充実・強化に加え、現行の地方

制度上、最も地方分権が保障されている政令指定都

市に移行し、大都市制度を活用してまちづくりをす

すめると同時に、区役所を中心とした新たな住民自

治の仕組みを構築するなど、分権時代を切り拓く合

併であると認識しています。

また、地方自治を先導する都市が集まる大阪にあ

っては、唯一の合併でもあります。合併協議におい

て策定した新市建設計画を着実に実施するなど、新

しい堺市の住民はもとより、大阪府民の皆さんから

も「合併してよいまちになったね」と言われるよう

なまちづくりをすすめていきたいと考えています。

分権時代を切り拓く合併
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堺市市長公室美原区域調整担当（問い合わせ：０７２－２２８－７３４０）

表　合併協議会の開催状況


